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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入して２０分乃至１時間廃スレート粉末内の石灰石成分
を分解、除去して石綿を濃縮するステップと、
前記濃縮された石綿とオキサル酸とを混合した後、１００℃で低温熱処理して前記石綿が
菱面体または無定形（amorphous）形態のマグネシウムオキサレートに再結晶化するステ
ップとを含み、
前記廃スレート粉末と塩酸水溶液との混合比（ｇ／ｃｃ）は５％塩酸水溶液基準に１：８
～１：１０であり、
前記濃縮された石綿とオキサル酸との混合比（ｇ／ｃｃ）は０．８：０．５～１であるこ
とを特徴とする、廃スレートの石綿無害化処理方法。
【請求項２】
前記オキサル酸は、水、蒸留水、及び脱イオン水からなる群から選択される１種以上に希
釈されることを特徴とする、請求項１に記載の廃スレートの石綿無害化処理方法。
【請求項３】
石綿を含有する廃スレートを破砕及び粉砕するステップと、
前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入して２０分乃至１時間廃スレ
ート粉末内の石灰石成分を分解、除去して石綿を濃縮するステップと、
前記濃縮された石綿とオキサル酸とを混合した後、１００℃で低温熱処理して前記石綿が
菱面体または無定形（amorphous）形態のマグネシウムオキサレートに再結晶化するステ
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ップとを含み、
前記廃スレート粉末と塩酸水溶液との混合比（ｇ／ｃｃ）は５％塩酸水溶液基準に１：８
～１：１０であり、
前記濃縮された石綿とオキサル酸との混合比（ｇ／ｃｃ）は０．８：０．５～１であるこ
とを特徴とする、廃スレートの石綿無害化処理方法。
【請求項４】
前記廃スレートの破砕はジョークラッシャー（Jaw crusher）及びコーンクラッシャー（C
one crusher）により遂行され、
破砕された廃スレートの粉砕は微粉碎機（Pulverizer）により遂行されることを特徴とす
る、請求項３に記載の廃スレートの石綿無害化処理方法。
【請求項５】
前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末は１００～３００メッシュのサイズに形成される
ことを特徴とする、請求項３に記載の廃スレートの石綿無害化処理方法。
【請求項６】
前記オキサル酸は、水、蒸留水、及び脱イオン水からなる群から選択される１種以上に希
釈される、請求項３に記載の廃スレートの石綿無害化処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は石綿を無害化処理する方法に関し、より詳しくは、廃スレートに含まれている人
体に有害な石綿を無害化するために塩酸と有機酸を使用して低温で無害化する方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
石綿（asbestos）は、蛇紋石、角閃石、または橄欖石などが繊維形態に変化した繊維状珪
酸無機鉱物質を総称する名称である。石綿は、蛇紋石、角閃石、または橄欖石などが繊維
形態に変化した天然鉱物と理解すれば好ましい。
【０００３】
石綿は、共通的に、上述したように、繊維集合体、即ち束形態に産出され、周辺の岩体か
ら容易に分離され、より小さい切れに壁開面に沿って割れるという特徴がある。
【０００４】
また、石綿は引張内力と柔軟性に優れ、不燃性と耐摩耗性、耐熱性、耐薬品性、絶縁性な
どのさまざまな特性に優れる。
【０００５】
さらに、石綿は採取及び加工において、非常に低廉であるという長所もある。
【０００６】
したがって、石綿製品は建設及び建築資材、電気製品、家庭用品、医薬品などに使われた
ものであり、特に、自動車ブレーキライニング、クラッチ、及びガスケットなどの自動車
部品にも使われた。
【０００７】
一方、石綿は建築資材として石綿スレート、石綿天井材、石綿仕切り、圧出成形セメント
板などに活用されている。
【０００８】
韓国でも過去セマウル運動の一環として農村の草葺の屋根を全て石綿スレート屋根に取り
替えたことがある。
【０００９】
しかしながら、石綿は世界保健機構（ＷＨＯ）傘下国際癌研究所（ＩＡＲＣ）で指定した
１急発癌物質で、呼吸を通じてその粉を飲めば２０年から４０年の潜伏期を経て肺癌や石
綿肺、肋膜や胸膜に癌が生じる悪性中皮腫、または胸膜肥厚などを起こすことがある。
【００１０】
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特に、石綿は繊維形態に存在する場合、人体の健康に致命的である。したがって、石綿が
人体に及ぼす否定的な影響を勘案して、２００９年１月１日から＜産業安全保健法＞によ
り石綿を０．１％以上含有する建築資材などの製品は製造、輸入、使用が禁止された。さ
らに、２０１１年以後、石綿を１％以上含有している全ての物質の取扱及び移動などは不
法となった。
【００１１】
現在、石綿類の鉱物は、上述したように、健康保健上の問題をもたらすので、廃棄物に発
生される場合、必ず安全に処理しなければならない。
【００１２】
特に、従来多くの所で使われていた廃スレートの場合、撤去などにより相当量がいまだに
廃棄物に発生されている。
【００１３】
石綿廃棄物の場合、大部分埋立処理されているが、前処理無しで埋め立てることは禁止さ
れており、前処理作業の難しさ、高費用、埋立後にも環境汚染物質としての露出などの問
題があるので、科学的で、安全で、かつ低費用で処理する技術が切実な実状である。
【００１４】
一方、現在まで開発された石綿無害化処理方法のうち、化学的処理方法には石綿を含有し
た製品の表面を強酸で処理して繊維状構造を除去する方法、高温で加熱して溶融させる方
法などがあるが、このような方法は石綿自体が持っている有害性に比べて前処理に使われ
る強酸が起こす問題がより大きかったり、高温加熱によって相当に多いエネルギーがかか
って処理費用が大幅増大したりするなどの問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】本発明と関連した従来技術には、大韓民国公開特許公報１０－２０１２－
００２４１０３（２０１２年０３月１４日公開）（発明の名称：“鉱物炭酸化のための原
料用蛇紋石の前処理方法”）がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
したがって、本発明は、上述した問題点を解決するためのものであって、建築資材に使わ
れた廃スレートに含まれている石綿を経済的な方法により無害化するために、廃スレート
の主成分である石灰石（方解石、以下、石灰石）など、Ｃａを含む鉱物を常温で塩酸水溶
液と反応させてこれらを完全に除去した後、オキサル酸を使用して濃縮された石綿を低温
で熱処理することによって、簡単で、かつ経済的に廃スレートに含まれた石綿を９９％以
上無害化して人体に害を及ぼさないようにすることを目的とする。
【００１７】
本発明が解決しようとする課題は、以上で言及した課題に制限されず、本発明の技術分野
に属する通常の技術者であれば、以下の記載から言及されない更に他の課題に対しても明
確に理解することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
前記課題を解決するために、本発明の好ましい一実施形態に従う廃スレートの石綿無害化
処理方法は、廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入して廃スレート粉末内の石灰石などの成
分を分解、除去して石綿を濃縮するステップ、及び前記濃縮された石綿とオキサル酸とを
混合した後、低温熱処理するステップを含むことを特徴とする。
【００１９】
ここで、前記塩酸水溶液は、濃度が１乃至３５％のものが好ましく、前記廃スレート粉末
と塩酸水溶液との混合比（ｇ／ｃｃ）は５％塩酸水溶液基準に１：８～１：１０のものが
特に好ましい。
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【００２０】
また、前記オキサル酸は、水道水、蒸留水、及び脱イオン水からなる群から選択される１
種以上に希釈されるものが好ましい。
【００２１】
また、前記濃縮された石綿とオキサル酸との混合比（ｇ／ｃｃ）は、０．８：０．５～１
のものが特に好ましい。
【００２２】
また、前記低温熱処理は５０乃至１５０℃で遂行できる。
【００２３】
前記課題を解決するために、本発明の好ましい他の実施形態に従う廃スレートの石綿無害
化処理方法は、石綿を含有する廃スレートを破砕及び粉砕するステップ、前記破砕及び粉
砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入して石綿を濃縮するステップ、及び前記濃縮
された石綿とオキサル酸とを混合した後、低温熱処理するステップを含むことを特徴とす
る。
【００２４】
ここで、前記廃スレートの破砕はジョークラッシャー（Jaw crusher）及びコーンクラッ
シャー（Cone crusher）により遂行され、破砕された廃スレートの粉砕は微粉碎機（Pulv
erizer）により遂行されることが好ましい。
【００２５】
また、前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末は１００～３００メッシュのサイズに形成
されることが好ましい。
【００２６】
また、前記塩酸水溶液は、濃度が１乃至３５％のものが好ましく、５乃至１０％のものが
最も好ましい。また、前記廃スレート粉末と塩酸水溶液との混合比（ｇ／ｃｃ）は５％塩
酸水溶液基準に１：８～１：１０のものが好ましい。
【００２７】
また、前記オキサル酸は、水、蒸留水、及び脱イオン水からなる群から選択される１種以
上に希釈され、前記濃縮された石綿とオキサル酸との混合比（ｇ／ｃｃ）は０．８：０．
５～１のものが好ましい。
【００２８】
また、前記低温熱処理は５０乃至１５０℃で遂行できる。
【００２９】
本発明の好ましい実施形態によれば、破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を
投入して石綿を濃縮し、この濃縮された石綿とオキサル酸とを混合した後、低温熱処理し
て得た石綿が再結晶化された菱面体または無定形（amorphous）形態のマグネシウムオキ
サレートを含む廃スレートの石綿無害化処理方法により得られる無害化した石綿が提供で
きる。
【００３０】
その他の実施形態の具体的な事項は詳細な説明及び添付図面に含まれている。
【００３１】
本発明の利点及び特徴、そしてそれらを達成する方法は、添付の図面と共に詳細に後述さ
れている実施形態を参照すれば明確になる。しかしながら、本発明は以下に開示される実
施形態に限定されるものでなく、互いに異なる多様な形態に具現され、単に本実施形態は
本発明の開示が完全になるようにし、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者に
発明の範疇を完全に知らせるために提供されるものであり、本発明は請求項の範疇により
定義されるだけである。
【００３２】
明細書の全体に亘って同一参照符号は同一構成要素を指し示して、発明を構成する各構成
要素のサイズ、位置、結合関係などは明細書の明確性のために誇張して記述されているこ
とがある。また、本発明を説明するに当たって、関連した公知技術などが本発明の要旨を



(5) JP 6126552 B2 2017.5.10

10

20

30

40

50

曖昧にすることがあると判断される場合、それに関する詳細な説明は省略されることもあ
る。
【発明の効果】
【００３３】
本発明の好ましい実施形態によれば、廃スレートに含まれている石灰石を先に塩酸水溶液
で前処理して石綿を濃縮した後、オキサル酸などの有機酸で処理すれば、石綿の繊維形態
の構造が分解されて菱面体または無定形（amorphous）形態に再結晶化されるため、１０
０℃以下の低温でも短時間に簡単で、かつ経済的な方法により石綿を９９％以上無害化処
理することができる。
【００３４】
本発明の好ましい実施形態に従う方法によれば、大量処理が可能であるだけでなく、処理
費用が低廉で、石綿の完全な無害化が可能であるので、環境汚染を防止できるだけでなく
、中和反応を用いるので、アルカリ水による洗浄も必要でない。
【００３５】
また、本発明に従う低温熱処理を用いた廃スレートの石綿無害化処理方法は、建築廃棄物
である廃スレートに含まれている石綿の繊維構造を分解し、低温熱処理を通じて菱面体ま
たは無定形形態に再結晶化させることによって、石綿の有害性を９９％以上除去し、有害
な石綿を大量に処理することができる。
【００３６】
したがって、人体に有害な石綿を無害化して環境汚染を事前に防止できるだけでなく、今
後表れる各種環境規制に対しても能動的に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の好ましい実施形態に従う石灰石前処理を用いた廃スレートの石綿無害化
処理方法の流れを示す順序図である。
【図２】本発明の好ましい実施形態に従う石灰石前処理を用いた廃スレートの石綿無害化
処理の前後のＸ線回折分析結果を示すグラフであって、図２ａは石灰石前処理を用いた廃
スレートの石綿無害化処理前の廃スレートのＸ線回折グラフ、図２ｂ及び２ｃは廃スレー
ト粉末を５％塩酸水溶液を用いて処理後、残渣のＸ線回折グラフと電子顕微鏡分析写真で
ある。
【図３】本発明の好ましい実施形態に従う石灰石前処理を用いた廃スレートの石綿無害化
処理後のＸ線回折グラフと走査電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真であって、図３ａ及び３ｂは塩
酸水溶液で処理した後、残渣をオキサル酸と共に熱処理したＸ線回折グラフと走査電子顕
微鏡（ＳＥＭ）写真である。
【図４ａ】投入される塩酸水溶液の量が必要量より少なく投入されて反応が不充分な時に
表れる現象であって、石綿とカルシウムオキサレート（ca-oxalate）を同時に示すＸ線回
折グラフである。
【図４ｂ】廃スレート粉末と塩酸水溶液との反応時間が不充分な時に表れるカルシウムオ
キサレート（ca-oxalate）、マグネシウムオキサレート、そして石綿を同時に示すＸ線回
折グラフである。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
以下、添付した図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００３９】
図１は、本発明の好ましい実施形態に従う石灰石前処理を用いた廃スレートの石綿無害化
処理方法の流れを示す順序図である。
【００４０】
図１によれば、本発明の好ましい実施形態に従う廃スレートの石綿無害化処理方法は、石
綿含有廃スレートを破砕及び粉砕するステップＳ１００、前記破砕及び粉砕された廃スレ
ート粉末に塩酸水溶液を投入するステップＳ２００、及び濃縮された石綿と有機酸混合物
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とを低温で熱処理するステップＳ３００を含むことができる。
【００４１】
この際、前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入するステップＳ２０
０では、石灰石などのカルシウムを含む成分が全て除去されて廃スレート粉末内の石綿が
濃縮されることが好ましい。
【００４２】
以下、前記各ステップに対して１つずつ順に説明する。
【００４３】
石綿含有廃スレートを破砕及び粉砕するステップ
石綿含有廃スレートを破砕及び粉砕するステップＳ１００は、選択的なステップであって
、石綿が含まれた廃スレートを破砕及び粉砕するステップである。上述したように、廃ス
レートはさまざまな建築廃棄物の１つとして排出できる。
【００４４】
参考に、廃スレートに含まれている繊維状石綿の含有量は、重量比（ｗｔ％）で１０乃至
１５％位含まれている。
【００４５】
ここで、廃棄物として排出される廃スレートが非常に細かく砕けた場合には、これら廃ス
レートを必ず破砕及び粉砕しなくてもよいが、廃スレートを破砕及び粉砕して１００メッ
シュ（mesh）乃至３００メッシュサイズの廃スレート粉末に形成されることが好ましい。
【００４６】
廃スレートの破砕は、ジョークラッシャー（Jaw crusher）及びコーンクラッシャー（Con
e crusher）により遂行されることができ、破砕された廃スレートの粉砕は微粉碎機（Pul
verizer）により遂行できる。この際、前記破砕及び粉砕は環境問題を考慮して水中での
処理が好ましい。当然、前記水中は水を含む流体を指し示していることを知るべきである
。
【００４７】
ここで、前記廃スレートは３２５メッシュ（４３μｍ）未満に粉砕することもできるが、
この水準まで粉砕できる装備を準備することが困難であるだけでなく、粉砕にかかる工程
時間が莫大であるという点、及び破砕された石綿が粉塵の形態に外部に露出できるという
点を考慮した時、前記廃スレートの粉砕は約７０μｍ未満まで遂行されることは好ましく
ない。
【００４８】
一方、前記廃スレートを０．５ｍｍを超過するサイズに破砕する場合、後続反応で前記廃
スレートに含まれた石灰石の効率的な除去に不利である。
【００４９】
前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入するステップ
前記破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入するステップＳ２００は、前
記ステップＳ１００で破砕及び粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入するステッ
プである。但し、廃スレートに直ぐ塩酸を投入することもできることを知るべきである。
【００５０】
まず、本ステップで、塩酸水溶液を投入する理由について説明する。
【００５１】
本発明の発明者は、廃スレートに含まれた石綿を無害化する過程で、廃スレートの主成分
である石灰石（ＣａＣＯ３）などを予め除去して完全に分離し出すことができれば、即ち
石綿を濃縮させることができれば、石綿の無害化処理がより簡単な方法により、さらに容
易に行なわれることができると期待した。
【００５２】
具体的に、廃スレートには石灰石（ＣａＣＯ３）を含むＣａ成分、及び水分などが７０乃
至７５％まで含まれているので、単純な物理化学的な方法により廃スレートを無害化処理
する場合、純粋石綿のみを処理する場合に比べてエネルギー費用など、不必要に多い費用
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がかかると推定された。
【００５３】
即ち、廃スレートには１０乃至１５％だけ石綿であり、残りの大部分は石灰石などである
ので、廃スレートを溶融処理したり単純に酸処理したりする場合、大部分の費用は事実上
、石灰石を処理することにかかる費用となる。
【００５４】
したがって、石灰石を塩酸水溶液で前処理して上述した７０乃至７５％の不必要な石灰石
などのＣａ成分を除去すれば、石綿を濃縮させることができ、このようにして濃縮された
石綿は後続ステップでオキサル酸のような有機酸で大量処理できることと期待された。
【００５５】
また、以上の方法を採択すれば、石綿無害化にかかる費用が非常に低くなるので、経済性
をも確保することができることと期待された。
【００５６】
したがって、上述したステップＳ１００で説明したように、廃スレートを破砕及び粉砕す
る前処理により廃スレート粉末で形成し、ここに塩酸水溶液を投入するステップを提案す
るようになった。
【００５７】
この際、投入される塩酸水溶液の濃度は１乃至３５％のものが好ましく、特に５乃至１０
％のものが好ましい。
【００５８】
前記塩酸水溶液の濃度が１％未満であれば、廃スレート粉末に含まれた石灰石の除去効率
が不充分になり、前記塩酸水溶液の濃度が３５％を超過すれば、反応に参加しなくて残っ
た塩酸水溶液の量が多く、固体と液体との比率が低くて混合時に問題が発生することがあ
る。
【００５９】
本ステップＳ２００で発生する化学反応は、次の通りである。
【００６０】
廃スレート粉末を塩酸水溶液と反応させれば、石灰石などのＣａを含む成分が除去される
。ここで、廃スレート粉末には略石灰石とＣ２Ｓ、Ｃ３Ｓなど、セメント鉱物類が３５％
、ＳｉＯ２が１５％、石綿が１２～１５％位、石膏が３％位含まれていている。ここで、
塩酸水溶液と石灰石とが反応すれば、ＣＯ２ガスが発生しながら次の＜化学式１＞に従う
反応によりＣａＣｌ２が生成される。
【００６１】
【化１】

【００６２】
反応結果物は、遠心分離器などを用いて固体と液体とを容易に分離することができる。
【００６３】
ここで、液体は大部分ＣａＣｌ２水溶液であり、固体部分には石綿とＳｉＯ２が主成分を
成しており、出発物質の約６０乃至７０ｗｔ％が除去され、約３０乃至４０ｗｔ％だけ残
留している。
【００６４】
この際、残留物または残渣の成分を調べた結果、石綿が５０乃至５５％、ＳｉＯ２が４０
乃至４５％位であった。
【００６５】
当然、前記ＳｉＯ２は後続する石綿無害化処理ステップで反応に参加しないことはよく知
ることができる。
【００６６】
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本ステップＳ２００は常温常圧で進行されることが好ましい。
【００６７】
また、本ステップＳ２００は、２０分乃至１時間位進行されることが好ましい。本ステッ
プＳ２００が２０分未満に進行されれば、廃スレート粉末に含まれた石灰石の除去が不充
分になり、１時間を超過して進行する場合、処理にかかる時間費用が増大して不利になる
。
【００６８】
一方、塩酸水溶液（５％基準）と廃スレート粉末とは、塩酸水溶液４０乃至４５ｃｃに対
し、廃スレート粉末５ｇの割合で混合されることが最も好ましい。
【００６９】
本ステップＳ２００では、廃スレート粉末内の石灰石などが９９％以上完全に除去され、
後続ステップで、廃スレート粉末内の石綿の無害化をより容易に遂行できるようになる。
【００７０】
この際、最終的に濃縮された石綿内の石綿含有量は５０乃至５５％内外であり、残りの大
部分はＳｉＯ２であり、その他、Ａｌ２Ｏ３とＦｅ２Ｏ３とからなっている。
【００７１】
濃縮された石綿と有機酸混合物とを低温で熱処理するステップ
濃縮された石綿と有機酸混合物とを低温で熱処理するステップＳ３００は、前記ステップ
Ｓ２００で濃縮された石綿に有機酸を混合した混合物を低温で熱処理するステップである
。
【００７２】
この際、前記有機酸は、反応性が高く、鎔融点が低くて後続する低温熱処理ステップでキ
レート反応を容易に誘導できる有機酸であれば制限されない。
【００７３】
前記有機酸の具体的な例は、オキサル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４）、シトル酸、グリコール酸、グ
リコールレート、エーテル、ポリグリコール酸、エステル、ＥＤＴＡ、及びクロロアセト
酸からなる群から選択される１種以上の酸を含む有機酸になることができる。この中、最
も好ましい有機酸にはオキサル酸を挙げることができる。
【００７４】
ここで、前記濃縮された石綿と前記有機酸とを反応させる時、前記有機酸は乾燥状態（dr
y condition）で使われることもできるが、好ましくは、水、蒸留水、及び脱イオン水か
らなる群から選択される１種以上に希釈されて使われることができる。
【００７５】
即ち、乾燥状態の有機酸を使用する場合、濃縮された石綿との混合が均一に進行されない
可能性が高いが、水、蒸留水、または脱イオン水に有機酸を溶解させて使用すれば、濃縮
された石綿と均一に混合されることができ、したがって、濃縮石綿と有機酸との反応が効
果的に進行できる。
【００７６】
また、濃縮石綿と有機酸、好ましくはオキサル酸は０．８：０．５～１の比率（ｇ／ｃｃ
）で混合できる。前記比率以下に混合される場合、石綿の完全な無害化を期待できなく、
前記比率を超過して混合される場合、工程反応対比過度な量の有機酸を消耗するようにな
って、経済的な面で不利になる。
【００７７】
次に、低温熱処理は５０乃至１５０℃で４０乃至１２０分間遂行できる。しかしながら、
前記低温熱処理温度が５０℃以下の場合には、反応が非常に遅く、濃縮された石綿が菱面
体または無定形形態に再結晶化されないことがあり、１５０℃を超過する場合には、加熱
のために過量のエネルギーが消耗されるので、経済的な面で不利になる。
【００７８】
以下、濃縮石綿と有機酸とを反応させた後、低温熱処理する場合に対し、有機酸のうちの
オキサル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４）を例に挙げて、より具体的に説明する。
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【００７９】
有機酸としてオキサル酸を使用する場合、下記＜化学式２＞のような反応が表れ、低温熱
処理温度で濃縮石綿（Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４）は、オキサル酸と反応してマグネシ
ウムオキサレート（ＭｇＣ２Ｏ４）が形成されるキレート反応が発生し、マグネシウムオ
キサレートが形成されながら二酸化珪素（ＳｉＯ２）と水を発生させる一種の中和反応が
進行される。
【００８０】
この際、形成されたマグネシウムオキサレートはその形態が六面体構造を有する四角柱形
態、即ち菱面体または無定形形態を表し、これは人体に致命的な繊維形態に形成された石
綿とは全く相異する。
【００８１】
したがって、石綿は無害化したと見なすことができる。
【００８２】
【化２】

【００８３】
したがって、本発明の好ましい実施形態によれば、廃スレートに塩酸水溶液を投入して石
綿を濃縮し、この濃縮された石綿と有機酸とを混合した後、低温熱処理して、再結晶化し
た菱面体または無定形形態のマグネシウムオキサレートを得ることによって、石綿が９９
％以上無害化したことを確認することができる。
【００８４】
実施例
廃スレート粉末５ｇと５％塩酸水溶液４２ｃｃを１時間の間徐々にＣＯ２を発生させなが
ら反応させた。反応後のｐＨは２．５であった。
【００８５】
以後、遠心分離器を使用して固体と液体とを分離させて回収し、この中、回収した固体部
分を９０℃乾燥器で約２４時間の間乾燥させた。
【００８６】
以後、ＸＲＤ及び電子顕微鏡（ＳＥＭ）でこれらの相（phase）分析を遂行した結果、白
石綿［chrysotile、Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４］とＳｉＯ２のみ確認された（図２ａ、
図２ｂ、及び図２ｃ参照）。
【００８７】
ここで、回収した固体部分は１．５４ｇで、出発物質の３０％であった。化学分析結果か
ら計算した結果、白石綿が全体の約６０％、即ち０．９ｇを占めて、ＳｉＯ２が約４０％
として０．６ｇを占めた。
【００８８】
回収した固体部分１．５４ｇと１０％オキサル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４・２Ｈ２Ｏ）水溶液１２
ｃｃを混合し、１００℃で３時間反応させた後、またＸＲＤとＳＥＭで分析した。
【００８９】
最終反応生成物で無定形（amorphous）形態のマグネシウムオキサレートとＳｉＯ２のみ
観察され、繊維形態の石綿は全く観察されなかった。
【００９０】
したがって、人体に有害な石綿を含んでいた廃スレートは９９％以上完全に無害化したこ
とと確認された（図３ａ及び図３ｂ参照）。
【００９１】
比較例１：塩酸水溶液の量
廃スレート粉末５ｇと５％塩酸水溶液３０ｃｃを０．５時間の間徐々にＣＯ２を発生させ
ながら反応させた。反応後のｐＨは５．７であった。
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【００９２】
以後、遠心分離器を使用して固体と液体とを分離させて回収し、この中、回収した固体部
分を９０℃乾燥器で約２４時間の間乾燥させた。
【００９３】
以後、ＸＲＤ及び電子顕微鏡（ＳＥＭ）でこれらの相分析を遂行した結果、白石綿［chry
sotile、Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４］と、ＳｉＯ２、ＣａＣＯ３が確認された。
【００９４】
ここで、回収した固体部分は２．３２ｇであった。回収した固体部分２．３２ｇと１０％
オキサル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４・２Ｈ２Ｏ）水溶液１２ｃｃを混合し、１００℃で３時間反応
させた後、またＸＲＤとＳＥＭで分析した。
【００９５】
しかしながら、最終反応生成物で菱面体カルシウムオキサレートと白石綿、そしてＳｉＯ

２が観察されたので、石綿は部分的のみに無害化された（図４ａ参照）。
【００９６】
比較例２：反応時間
廃スレート粉末５ｇと５％塩酸水溶液４２ｃｃを１０分間ＣＯ２を発生させながら反応さ
せた。反応後のｐＨは４．３であった。
【００９７】
以後、遠心分離器を使用して固体と液体とを分離させて回収し、この中、回収した固体部
分を９０℃乾燥器で約２４時間の間乾燥させた。
【００９８】
以後、ＸＲＤ及び電子顕微鏡（ＳＥＭ）でこれらの相分析を遂行した結果、白石綿［chry
sotile、Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４］と、ＳｉＯ２、ＣａＣＯ３が確認された。
【００９９】
ここで、回収した固体部分は１．８ｇであった。回収した固体部分１．８ｇと１０％オキ
サル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４・２Ｈ２Ｏ）水溶液１２ｃｃを混合し、１００℃で３時間反応させ
た後、またＸＲＤとＳＥＭで分析した。
【０１００】
最終反応生成物にはマグネシウム及びカルシウムオキサレートと白石綿、そしてＳｉＯ２

が観察されたので、石綿は完全に無害化されなかった（図４ｂ参照）。
【０１０１】
比較例３：オキサル酸の量
廃スレート粉末５ｇと５％塩酸水溶液４２ｃｃを１時間の間徐々にＣＯ２を発生させなが
ら反応させた。反応後のｐＨは２．５であった。
【０１０２】
以後、遠心分離器を使用して固体と液体とを分離させて回収し、この中、回収した固体部
分を９０℃乾燥器で約２４時間の間乾燥させた。
【０１０３】
以後、ＸＲＤ及び電子顕微鏡（ＳＥＭ）でこれらの相分析を遂行した結果、白石綿［chry
sotile、Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４］とＳｉＯ２のみ確認された。
【０１０４】
ここで、回収した固体部分は１．５ｇであった。化学分析結果から計算した結果、白石綿
が全体の約６０％、即ち０．９ｇを占めて、ＳｉＯ２が４０％として０．６ｇを占めた。
【０１０５】
回収した固体部分１．５ｇと１０％オキサル酸（Ｃ２Ｈ２Ｏ４・２Ｈ２Ｏ）水溶液９ｃｃ
を混合し、１００℃で３時間反応させた後、またＸＲＤとＳＥＭで分析した。
【０１０６】
最終反応生成物で菱面体のマグネシウムオキサレートとＳｉＯ２、そして人体に有害な石
綿が微量観察された。
【０１０７】
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【０１０８】
変形例：硫酸処理
廃スレート粉末５ｇと５％硫酸水溶液４０ｃｃを１時間の間徐々にＣＯ２を発生させなが
ら反応させた。反応後のｐＨは２．２であった。
【０１０９】
以後、遠心分離器を使用して固体と液体とを分離させて回収し、この中、回収した固体部
分を９０℃乾燥器で約２４時間の間乾燥させた。
【０１１０】
この際、回収した固体部分の回収量は４．９ｇであった。
【０１１１】
以後、ＸＲＤ及び電子顕微鏡（ＳＥＭ）でこれらの相分析を遂行し、分析結果、白石綿［
chrysotile、Ｍｇ３Ｓｉ２Ｏ５（ＯＨ）４］、ＳｉＯ２、そして多量の石膏（ＣａＳＯ４

）が確認された。
【０１１２】
しかしながら、石膏と白石綿とを分離させてオキサル酸と反応させることができないので
、硫酸による廃スレートの無害化処理は無意味であることが分かる。
【０１１３】
次に、＜表１＞は前記実施形態、及び比較例１乃至３と、変形例において廃スレートの粉
末の量（ｇ）、塩酸水溶液（５％水溶液）の量（ｃｃ）、オキサル酸の量（ｃｃ）、低温
熱処理温度（℃）、及び低温熱処理時間を表で整理して表したものである。
【０１１４】
【表１】

【０１１５】
以上のように限定された実施形態と図面により本発明を説明したが、本発明は上記の実施
形態に限定されるものではなく、本発明の技術分野に属する通常の技術者であれば、以上
の記載から多様な修正及び変形が可能であることが分かる。したがって、本発明の思想は
以上の記載に含まれた実施形態に限定されて定まってはならず、後述する特許請求範囲の
みにより把握されなければならず、特許請求範囲と均等であるか、または等価的な変形は
全て本発明の思想の範疇に属するということができる。
【符号の説明】
【０１１６】
Ｓ１００　　石綿含有廃スレートを破砕及び粉砕するステップ
Ｓ２００　　前記粉砕された廃スレート粉末に塩酸水溶液を投入するステップ
Ｓ３００　　濃縮された石綿と有機酸混合物を低温で熱処理するステップ
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【図４ａ】
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